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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材の片面又は両面に、少なくとも、導電性ポリマーとドーパントを含む厚さ０．０５～
０．５μｍの透明導電層が全面に形成された透明導電フイルムであって、透明導電層が、
パターン状の導電性の導電部、及び非導電性の非導電部とからなる透明導電フイルムを、
下記工程（Ａ）～（Ｄ）を順次行う製造方法で製造することを特徴とする透明導電フイル
ムの製造方法。
（Ａ）基材の片面又は両面に、少なくとも、導電性ポリマーとドーパントを含む厚さ０．
０５～０．５μｍの透明導電層を全面に形成する
（Ｂ）透明導電層上に、透明導電層を失活させる失活剤及び樹脂を少なくとも含み、樹脂
に対する失活剤の割合が２～３０重量％で、厚さが２～５０μｍである失活層を、非導電
性の非導電部となる部分のみに形成する
（Ｃ）失活層を形成した部分の透明導電層が失活するまで放置する
（Ｄ）プラスチックフイルム基材に粘着剤又は接着剤からなる粘着層又は接着層を形成し
た粘着フイルム又は接着フイルムを使用して、当該粘着層又は接着層を失活層に密着させ
た後、失活層を粘着フイルム又は接着フイルムとともに剥離除去することにより、失活層
を形成しなかった部分の透明導電層にパターン状の導電性の導電部を形成するとともに、
失活層を形成した部分の透明導電層に非導電性の非導電部を形成する
【請求項２】
　失活剤が、酸化性化合物又は塩基性化合物である請求項１記載の透明導電フイルムの製
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造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、基材に少なくとも、導電性ポリマーとドーパントを含む透明導電層が形成され
ている透明導電フイルムの製造方法に関し、生産性の向上とコストダウンを同時に達成し
た透明導電フイルムの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、基材の片面又は両面に、導電性ポリマーとドーパントを含む透明導電層が形成
された透明導電フイルムの製造方法が知られている。
【０００３】
特許文献１には、導電性ポリマーを不活化（失活）する不活化剤（失活剤）による膜パタ
ーンを形成し、該膜パターンを導電性ポリマーを含む導電性ポリマー膜（透明導電層）に
接触させ、該膜パターンに対応する部分を不活化させて、導電パターンを形成した導電パ
ターン形成方法が記載されている。
また、不活化剤による膜パターンの形成方法としては、酸化性化合物や塩基性化合物の不
活化剤と樹脂とを混合したものを、樹脂等のフイルム状の基材上にパターン状にコーティ
ング等で形成して、基材上に膜パターンを形成する方法が記載され、また導電性ポリマー
膜の形成方法としては、導電性ポリマーをフイルム状の絶縁性基材上にコーティング等で
形成して、絶縁性基材上に導電性ポリマー膜を形成する方法が記載されている。
さらに、不活化剤による膜パターンを導電性ポリマーを含む導電性ポリマー膜に接触させ
、該膜パターンに対応する部分を不活化させて、導電パターンを形成する方法としては、
膜パターンと導電性ポリマー膜を接触させる工程、所定の温度、圧力、及び時間をかけて
、加圧と加熱する工程を経ることにより、膜パターンに対応する部分を不活化させた後、
基材と膜パターンを除去する工程を経て、導電パターンを形成する旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】２０１１－５４６１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、導電性ポリマーを含む透明導電層が形成された透明導電フイルムの上記製造方法
には以下に示す欠点があった。
【０００６】
１．不活化剤による膜パターンを形成する際に、基本的に、膜パターンを形成するための
支持体である基材が必須であり、しかも導電性ポリマー膜を不活化（失活）させた後は、
基材は膜パターンとともに除去され不要となるものであり、透明導電フイルムのコストが
上昇する要因となっていた。
２．導電性ポリマー膜を不活化させるためには、加圧工程、及び加熱工程が必須であり、
工程が多く、生産性が悪いという欠点があった。
【０００７】
本発明は、上記全ての欠点を除去したものであり、導電性ポリマーとドーパントを含む透
明導電層が形成されている透明導電フイルムの製造方法において、生産性の向上とコスト
ダウンを同時に達成する透明導電フイルムの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
［１］本発明は、基材の片面又は両面に、少なくとも、導電性ポリマーとドーパントを含
む厚さ０．０５～０．５μｍの透明導電層が全面に形成された透明導電フイルムであって



(3) JP 5517271 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

、透明導電層が、パターン状の導電性の導電部、及び非導電性の非導電部とからなる透明
導電フイルムを、下記工程（Ａ）～（Ｄ）を順次行う製造方法で製造することを特徴とす
る透明導電フイルムの製造方法である。
（Ａ）基材の片面又は両面に、少なくとも、導電性ポリマーとドーパントを含む厚さ０．
０５～０．５μｍの透明導電層を全面に形成する
（Ｂ）透明導電層上に、透明導電層を失活させる失活剤及び樹脂を少なくとも含み、樹脂
に対する失活剤の割合が２～３０重量％で、厚さが２～５０μｍである失活層を、非導電
性の非導電部となる部分のみに形成する
（Ｃ）失活層を形成した部分の透明導電層が失活するまで放置する
（Ｄ）プラスチックフイルム基材に粘着剤又は接着剤からなる粘着層又は接着層を形成し
た粘着フイルム又は接着フイルムを使用して、当該粘着層又は接着層を失活層に密着させ
た後、失活層を粘着フイルム又は接着フイルムとともに剥離除去することにより、失活層
を形成しなかった部分の透明導電層にパターン状の導電性の導電部を形成するとともに、
失活層を形成した部分の透明導電層に非導電性の非導電部を形成する
［２］本発明は、失活剤が、酸化性化合物又は塩基性化合物である上記［１］記載の透明
導電フイルムの製造方法である。
【発明の効果】
【０００９】
（１）本発明の透明導電フイルムの製造方法は、基材の片面又は両面に、少なくとも、導
電性ポリマーとドーパントを含む透明導電層上に、透明導電層を失活させる失活剤及び樹
脂を少なくとも含む失活層を、非導電性の非導電部となる部分のみに直接形成するため、
別途、基材に失活層を形成したものを製造する必要がないため、透明導電フイルムの製造
コストを低く（コストダウン）することができる。
　尚、本明細書において、失活とは、透明導電層の導電性を失わせること、すなわち、透
明導電層の導電性を非導電性に変化させることをいう。
（２）透明導電層を失活させるために、加圧工程、及び加熱工程を設ける必要がなく、生
産性が向上する。
（３）また、失活剤を酸化性化合物又は塩基性化合物導電性としておけばより好ましく、
さらに、導電性ポリマーをポリエチレンジオキシチオフェンとし、ドーパントをポリスチ
レンスルホン酸としておけば、導電性、透明性、化学的安定性（経時による導電性の劣化
に対する安定性）、及び塗料化の安定性の点から万全である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の透明導電フイルムの製造方法における工程（Ａ）～（Ｄ）それぞれの製
造過程に対応する透明導電フイルムの一部拡大断面図を示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
まず、本発明の製造方法により製造される透明導電フイルムについて説明する。
本発明の製造方法により製造される透明導電フイルムは、基材の片面又は両面に、少なく
とも、導電性ポリマーとドーパントを含む透明導電層が全面に形成された透明導電フイル
ムであって、透明導電層が、パターン状の導電性の導電部、及び非導電性の非導電部とか
らなる透明導電フイルムである。
【００１２】
本発明の製造方法により製造される透明導電フイルムの基材の片面又は両面に形成される
透明導電層は、導電性ポリマーとドーパントを含む層であり、これら以外の例えば、アク
リル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂等のバインダー樹脂、イソシアネート等の硬化剤
、金属粒子、界面活性剤等の添加剤が添加されていても構わない。
　上記導電性ポリマーとドーパントの相互作用により、すなわち、電子供与体であるドー
パントが導電性ポリマーに電子を供給する役割を果たすことにより、導電性が発現する。
また、後述するが、透明導電層上に、パターン状の導電性の導電部を形成したい部分以外
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の部分、すなわち非導電性の非導電部を形成したい部分のみに失活層を直接形成して、当
該部分を失活させた後に失活層を除去することにより、非導電性の非導電部を形成すると
ともに、失活層を形成しなかった部分にパターン状の導電性の導電部を形成した透明導電
フイルムを製造することができるものである。
【００１３】
次に本発明の透明導電フイルムの製造方法における前記工程（Ａ）～（Ｄ）について詳細
に説明する。
【００１４】
［工程（Ａ）］
工程（Ａ）は、基材の片面又は両面に、少なくとも、導電性ポリマーとドーパントを含む
透明導電層を全面に形成する工程である。
【００１５】
基材としては、ポリエチレンテレフタレートやポリカーボネート等のプラスチック、ガラ
ス、セラミック等が使用でき、透明、半透明、不透明の何れでも構わない。
また、形状はフイルム状、板状等、所望の形状が使用できる。
取り扱いのし易さ等から、プラスチックフイルムやプラスチック板等を使用するのが特に
好ましい。
また、基材の保護や基材と透明導電層等との密着性を向上等する目的で、ポリエステル樹
脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の樹脂からなる樹脂薄膜層を、基材の片面又は両面に
形成しておいても構わない。
このように、基材の片面又は両面に樹脂薄膜層を形成したものも、本発明でいう基材に含
まれる。
基材に使用する材料の種類、形状等は、所望の目的に応じて適宜決定すればよい。
【００１６】
透明導電層は、前記の通り、導電性ポリマーとドーパントを含むものであり、これら以外
の例えば、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂等のバインダー樹脂、イソシアネ
ート等の硬化剤、金属粒子、界面活性剤等の添加剤が添加されていても構わない。
　上記導電性ポリマーとドーパントの相互作用により、すなわち、電子供与体であるドー
パントが導電性ポリマーに電子を供給する役割を果たすことにより、導電性が発現する。
【００１７】
導電性ポリマーとしては、透明導電層の目的を達成することができるものであれば特に制
限はなく、ポリアニリン、ポリピロール、ポリフラン、ポリチオフェン、ポリアセチレン
、ポリパラフェニレン、ポリフェニレンビニレン、ポリパラフェニレンスルフィド、ポリ
エチレンジオキシチオフェン等が使用できる。
中でも、ポリエチレンジオキシチオフェンが、導電性、透明性、及び化学的安定性の点か
ら特に好ましい。
【００１８】
ドーパントとしては、ポリスチレンスルホン酸、ポリビニルスルホン酸等が使用できる。
中でも、ポリスチレンスルホン酸が耐湿性の点から特に好ましい。
【００１９】
また、導電性ポリマーとドーパントの好ましい組み合わせとしては、導電性ポリマーをポ
リエチレンジオキシチオフェンとし、ドーパントをポリスチレンスルホン酸としておくの
が、導電性、透明性、化学的安定性、及び塗料化の安定性の点から特に好ましい。
【００２０】
また、透明導電層の厚さは、０．０５～０．５μｍが好ましい。
厚さが、０．０５μｍより薄いと、透明導電層（特に導電部）の導電性が所望の導電性を
得ることができない場合があるので好ましくない。
厚さが、０．５μｍより厚いと透明性が低下するため好ましくない。
【００２１】
導電性ポリマー、ドーパント、添加剤の種類やこれらの割合、透明導電の厚さは、所望の
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導電性等、目的に応じて適宜決定すればよい。
【００２２】
基材に、透明導電層を全面に形成する方法としては、導電性ポリマー、ドーパント、溶剤
、必要により所望の添加剤等を混合した塗料を用いて、グラビアコート法、リバースコー
ト法、ダイコート法、スクリーン印刷法等の従来公知のコーティング方法で形成できる。
【００２３】
［工程（Ｂ）］
　工程（Ｂ）は、透明導電層上に、透明導電層を失活させる失活剤及び樹脂を少なくとも
含む失活層を、非導電性の非導電部となる部分のみに形成する工程である。
【００２４】
透明導電層上に失活層を形成する部分は、失活層を形成した結果、非導電性としたい透明
導電層の部分であり、結果的に失活層を形成しない部分がパターン状の導電性の導電部と
なるように、透明導電層上に部分的に形成する必要がある。
【００２５】
失活層は、上記の通り、透明導電層の導電性を失活させる失活剤及び樹脂を少なくとも含
む層であり、これら以外の例えば、シリカ、アルミナ等の無機粒子や界面活性剤等の添加
剤が添加されていてももちろん構わない。
失活剤は、導電性ポリマーの主鎖を切断するか、あるいは導電性ポリマーとドーパントと
の関係を断ち切ることにより、透明導電層を失活させるものである。
失活剤としては、透明導電層を失活させることができるものであれば特に制限はなく、酸
化性化合物、又は塩基性化合物が使用できる。
酸化性化合物としては、過酸化水素系化合物、過塩素酸系化合物、次亜塩素酸栄化合物、
過酢酸系化合物、メタクロロ安息香酸系化合物、亜硫酸系化合物等が使用できる。
また、塩基性化合物としては、アンモニア、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメ
チルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ピリジン、４－メ
チルピリジン、水酸化テトラメチルアンモニウム等が使用できる。
【００２６】
また、失活層に使用する樹脂は、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、フッ
素樹脂、オレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂等の従来公知の樹脂が使用できる。
【００２７】
樹脂に対する失活剤の割合は、２～３０重量％が好ましい。
２重量％より少ないと、透明導電層を失活させることが困難となる場合があるので好まし
くない。
３０重量％より多いと放置後の失活層が硬く脆くなり、失活層の除去が困難になるため好
ましくない。
【００２８】
また、失活層の厚さは、２～５０μｍが好ましい。
厚さが、２μｍより薄いと、透明導電層を失活させることが困難となる場合があるので好
ましくない。
厚さが、５０μｍより厚いと導電部のパターン精度が低下するため好ましくない。
【００２９】
失活層の厚さ、失活剤や樹脂の種類、失活剤と樹脂の割合等は、透明導電層の厚さ、導電
性ポリマーやドーパントの種類、導電部の所望のパターン状等に応じて適宜決定すればよ
い。
【００３０】
透明導電層上に、失活層を部分的に形成する方法としては、失活剤、樹脂、溶剤、必要に
より所望の添加剤等を混合した塗料を用いて、グラビア印刷法、スクリーン印刷法等の従
来公知の印刷方法で形成できる。
以上の通り、本発明の透明導電フイルムの製造方法においては、失活層を、透明導電層上
の非導電性の非導電部となる部分のみに直接形成するため、別途、基材に失活層を形成し
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たものを製造する必要がないため、透明導電フイルムの製造コストを低く（コストダウン
）することができる。
【００３１】
［工程（Ｃ）］
工程（Ｃ）は、失活層を形成した部分の透明導電層が失活するまで放置する工程である。
【００３２】
すなわち、失活層を形成した部分の透明導電層の導電性が非導電性に変化するまで放置す
る工程である
工程（Ｂ）で説明した通り、本発明においては、失活層を透明導電上に直接形成するため
、失活剤による失活の効果が早く確実に進行するため、従来の透明導電フイルムの製造方
法のように、基本的には、加圧工程、及び加熱工程を設ける必要がなく、生産性が向上す
る。
　失活層を形成した後、放置するときの温度は、基本的に室温で十分である。
但し、より失活の効果を促進する目的や、失活剤による失活の進行を確実に止める目的で
、必要最低限の加熱工程を設けることはもちろん構わない。この場合においても加圧工程
は必要ない。
【００３３】
透明導電層が失活する（透明導電層の導電性が非導電性に変化する）まで放置する時間は
、失活層の厚さ、失活剤や樹脂の種類、失活剤と樹脂の割合、透明導電層の厚さ、導電性
ポリマーやドーパントの種類、所望のパターン状等に応じて適宜決定すればよい。
【００３４】
尚、図１の［工程（Ｃ）］において、透明導電層２のうち、導電部２ａと非導電部２ｂの
図柄が異なって描かれてあるが、これは導電部２ａと非導電部２ｂとを図面上わかりやく
区別するためのものであり、実際には、導電部２ａと非導電部２ｂは目視によっては、ほ
とんど区別がつかないものである。
【００３５】
［工程（Ｄ）］
　工程（Ｄ）は、失活層を除去することにより、失活層を形成しなかった部分の透明導電
層にパターン状の導電性の導電部を形成するとともに、失活層を形成した部分の透明導電
層に非導電性の非導電部を形成する工程である。
【００３６】
失活層を除去する方法としては、洗浄剤で洗浄除去する方法、プラスチックフイルム等の
基材に粘着剤や接着剤からなる粘着層や接着層を形成した粘着フイルムや接着フイルム等
を使用して、該粘着層や接着層を失活層に密着させた後、失活層を粘着フイルムや接着フ
イルム等とともに剥離除去する方法が使用できる。
失活層を除去することにより、失活層を形成しなかった部分の透明導電層にパターン状の
導電性の導電部を形成するとともに、失活層を形成した部分の透明導電層に非導電性の非
導電部を形成する。
【００３７】
以上、上記工程（Ａ）～（Ｄ）を順次行う本発明の透明導電フイルムの製造方法により製
造された透明導電フイルムは、基材の片面又は両面に、少なくとも、導電性ポリマーとド
ーパントを含む透明導電層が全面に形成された透明導電フイルムであって、透明導電層が
、パターン状の導電性の導電部、及び非導電性の非導電部とからなる透明導電フイルムと
なる。
【００３８】
透明導電層がＩＴＯ薄膜層等で形成されている一般的な透明導電フイルムは、透明導電層
を全面に形成した後、いわゆるエッチング加工等により透明導電層を部分的に除去するこ
とにより、パターン状の透明導電層として残存する部分と、透明導電層が除去された部分
が形成される。
そして、パターン状の透明導電層は、通常わずかに着色（例えば、透明導電層がＩＴＯ層
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である場合にはわずかに黄色に着色）している。
従って、上記一般的な透明導電フイルムは、パターン状に透明導電層が形成されている部
分と透明導電層が形成されていない部分とが、目視により区別できてしまい、いわゆる視
認性が悪いものであった。
しかし、本発明の製造方法により製造される透明導電フイルムは、透明導電層が全面に形
成され、かつパターン状の導電性の導電部と導電部以外の部分が非導電性の非導電部とな
っているものであり、目視によっても該導電部と非導電部の区別がほとんどつかず、視認
性に優れたものとなる。
【実施例】
【００３９】
下記工程（Ａ）～（Ｄ）を順次行う本発明の透明導電フイルムの製造方法により、透明導
電フイルムを製造した。
【００４０】
［工程（Ａ）］
厚さ１００μｍのポリカーボネートフイルムの片面に、グラビアコート法により、アクリ
ル樹脂からなる厚さ５μｍの樹脂薄膜層を全面に形成して、ポリカーボネートフイルムの
片面にアクリル樹脂からなる樹脂薄膜層を形成した基材を製造した。
　次に、基材の樹脂薄膜層上に、グラビアコート法により、導電性ポリマーであるポリエ
チレンジオキシチオフェン、及びドーパントであるポリスチレンスルホン酸とからなる、
厚さ０．１μｍの透明導電層を全面に形成した。
【００４１】
［工程（Ｂ）］
　上記透明導電層上に、グラビアコート法により、アクリル樹脂、及び失活剤である次亜
塩素酸ナトリウムからなる厚さ２０μｍの失活層（アクリル樹脂に対する失活剤の重量割
合：１０重量％）を部分的に形成した。
　尚、失活層を形成した部分は、後に非導電性の非導電部となる部分であり、失活層を形
成しなかった部分は、所望のパターン状の導電性の導電部となる部分である。
【００４２】
［工程（Ｃ）］
失活層を形成した部分の透明導電層が失活する（透明導電層の導電性が非導電性に変化す
る）まで、室温で３０分間放置した。
【００４３】
［工程（Ｄ）］
透明導電層上に部分的に形成した失活層を、セロハンフイルムに粘着剤からなる粘着層を
形成した粘着テープの粘着層面を失活層表面に密着させた後、失活層を粘着テープととも
に剥離して、失活層を形成しなかった部分の透明導電層にパターン状の導電性の導電部を
形成するとともに、失活層を形成した部分の透明導電層に非導電性の非導電部を形成した
。
以上工程（Ａ）～（Ｄ）を順次行う本発明の透明導電フイルムの製造方法により製造され
た透明導電フイルムは、ポリカーボネートフイルムの片面にアクリル樹脂薄膜層が全面に
形成された基材の該アクリル樹脂薄膜層上に、導電性ポリマーであるポリエチレンジオキ
シチオフェン、及びドーパントであるポリスチレンスルホン酸とからなる透明導電層が全
面に形成され、透明導電層が、パターン状の導電性の導電部、及び非導電性の非導電部と
からなるものであった。
また、上記本発明の透明導電フイルムの製造方法によれば、別途、基材に失活層を形成し
たものを製造する必要がないため、透明導電フイルムの製造コストを低く（コストダウン
）することができた。
さらに、透明導電層を失活させるために、加圧工程、及び加熱工程を設ける必要がなく、
生産性が向上した。
【符号の説明】
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【００４４】
１　基材
２　透明導電層
２ａ導電部
２ｂ非導電部
３　失活層

【図１】
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